
 
第３号様式（第７条関係） 

会  議  録 

審議会等の名称 令和５年度 第１回 富士市入札監視委員会 

庶務を担当する部課等 財政部 契約検査課 

会議の開催の日時 令和５年７月２８日（金） 午後１時 30 分〜午後３時 00 分 

会議の開催の場所 消防防災庁舎３階 作戦指令室（ＷＥＢ会議） 

出席者 ・入札監視委員会委員 

 山本睦、長橋順、飯田浩惠、山田建太 

・工事担当者、事務局 

議題 １ 発注工事入札契約手続の運用状況報告について 

２ 案件抽出審議について 

配付資料 令和５年度 第１回 富士市入札監視委員会 次第、審議書 

審議の状況 ・審議対象となる工事を抽出する指定委員は、事前に飯田委員に依頼済み 

・令和４年１０月１日〜令和５年３月 3１日までに市が発注した 126 件の

工事に係る入札契約手続きの運用状況報告 

・入札参加資格停止等６件の運用状況報告 

・抽出案件６件についての審議 

審議の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発注工事入札契約手続きの運用について指摘事項は無かった。 

・入札参加資格停止等の運用について指摘事項は無かった。 

・指定委員が抽出した下記案件について審議を行い、全て適正に処理され

ていることが確認された。（審議内容については別紙のとおり） 

＜抽出案件＞ 

No. 工 事 名 入札契約方式 

１ 久沢鷹岡本町３３３号線管路新設工事 一般競争入札 

２ 八王子富士本線舗装補修工事 指名競争入札 

３ 森島西側７号線ほか配水管布設替工事 
一般競争入札 

（総合評価落札方式） 

４ 富士北水源地さく井工事 一般競争入札 

５ 県道鷹岡柚木線配水管布設替工事 指名競争入札 

６ 沖田地区１３２号水路改修工事 随意契約 
 

備考 ・再苦情等が寄せられた場合は、臨時会議を開催する。 

 



 
（別紙）抽出案件の審議内容 

 

抽出事案１ 久沢鷹岡本町３３３号線管路新設工事 

 質疑 応答 

質問１ 

１度目の入札は予定価格超

過により不調となり、３度目

の入札で入札額が半額以下に

なって落札となっている。入

札参加業者も違うが、このよ

うな結果になったのはなぜ

か。 

１度目と２度目の入札は２路線分をまとめて発注してい

た。３度目の入札時は、発注時期が遅くなったこともあり工

期を確保できないため路線を分割して発注した。それにより

予定価格も下がり、入札参加資格も土木一式Ｂ又はＣ等級か

らＣ又はＤ等級に変わったため、入札参加業者も変わった。 

質問２ 

分割発注したとのことだ

が、まとめて発注する場合と

分割発注する場合の基準はあ

るのか。 

工事ごとの状況によって判断している。例えば、工事箇所

が近接しており、それぞれ違う業者が受注すると交通規制の

調整が難しくなるとき等は、まとめて発注することがある。 

質問３ 

分割発注をして、それぞれ

の工事について結果的に同じ

業者が落札となったが、落札

業者にとっては２件分の受注

実績が付くのか。 

受注実績は２件分付くことになる。 

審議 
結果 

・適正に処理されていることを確認した。 

  



 
抽出事案２ 八王子富士本線舗装補修工事 

 質疑 応答 

 なし  

審議 
結果 

・適正に処理されていることを確認した。 

  



 
抽出事案３ 森島西側７号線ほか配水管布設替工事 

 質問 回答 

質問１ 

入札参加者３者のうち２

者が予定価格超過だったの

で、結果的にこの入札にお

いては総合評価落札方式が

活かされないかたちとなっ

た。本来は、予定価格以下

失格基準価格以上の業者が

何者かあった場合に活かさ

れる方式ということでよい

か。 

この入札においては２者が予定価格超過になってしま

ったので結果的に１者しか残らず、総合評価落札方式が

活かされないかたちとなった。 

質問２ 

標準点 100 点が全者に均

等に加点されているが、標

準点を設けてしまうと評価

項目の点数比率が下がるの

で、入札結果に反映されに

くくなってしまうのではな

いか。 

標準点１００点に富士市独自の評価項目による加点の

２２点を加えて評価をしている。総合評価落札方式とい

うのは、業者が評価項目の加点を増やしていくよう努力

してもらうことによって、建設業を取り巻く環境等を改

善させていくという目的もある。 

質問３ 

評価項目を重視しすぎて

しまうと新規参入業者や規

模の小さい業者は施工能力

や社会性の加点で劣ってし

まい、実績を積めないので

いつまで経ってもそこから

抜け出せないのではない

か。そのような業者でも評

価点を高く取ることができ

るようになる研修等の市か

らの支援はあるのか。 

現状、市の支援体制は取っていないが、富士市建設産

業活性化協議会で業者との話し合いの場があるので、検

討項目になることも考えられる。 

質問４ 

市の独自性を発揮できる

のが総合評価落札方式では

ないか。どのような考えで

この評価項目と配点にした

のか。 

配点については、「富士市発注工事における過去３か年

度請負金額５００万円以上の工事成績評定点の平均点」

の比重が一番大きい。これは、良い工事をしてくれた業

者にインセンティブを与えたいという面がある。それに

加えて、地域貢献や防災計画で協定を結んでいるなど、

市に対して協力をしてくれている業者を加点の項目で拾

い上げているような構成になっている。 

審議 
結果 

・適正に処理されていることを確認した。 



 
抽出事案４ 富士北水源地さく井工事 

 質問 回答 

質問１ 

予定価格と落札額に大き

い差があるが、さく井工事

の積算は土木や建築と違う

のか。 

設計については、さく井工事の積算基準があり、それ

に基づいて積算をしているため、予定価格が不当に高か

ったというわけではない。 

予定価格と落札額の差については、さく井工事自体が

市内ではあまり発注されない工事であり、落札業者は地

元業者であるため、利益を薄くしてでも工事を受注して

実績を残したいという思いがあったため、低い落札率と

なった様子。 

質問２ 
落札業者はどこで工事費

を抑えていたのか。 

落札業者は地元業者であるため、利益を薄くしてでも

工事を受注して実績を残したいという思いから、会社の

利益や役員報酬等に該当する一般管理費を特に抑えてい

た。また、手持ち機材も多く持っているためリース等を

する必要が無く、その分の経費も抑えられていた。 

審議 
結果 

・適正に処理されていることを確認した。 

  



 
抽出事案５ 県道鷹岡柚木線配水管布設替工事 

 質問 回答 

質問１ 
随意契約とした理由は何

か。 

工事箇所が重複しており、本来なら合併入札とすると

ころだが、本体工事の発注機関が静岡県富士土木事務所

であって、他の発注機関とは合併入札とすることができ

ないため、随意契約とした。 

質問２ 

なぜ随意契約とすること

で工期短縮と経費節減にな

るのか。 

本工事は道路工事の施工範囲における水道管の布設替

工事であり、それぞれ別の業者が施工した場合、工事の

調整等に時間を要することとなる。同一の業者が施工す

ればその必要がないので、その分の工期短縮ができる。  

また、土工や舗装が一度にできるため、経費節減がで

きる。 

質問３ 

 予定価格は随意契約を前

提として積算されたもの

か。 

予定価格は随意契約を前提として積算されている。 

質問４ 

本体工事は県発注の工事

であるのに、なぜ配水管布

設替の部分だけ市が負担す

るのか。 

市が管理する上水道なので市が工事を行う。 

審議 
結果 

・適正に処理されていることを確認した。 

  



 
抽出事案６ 沖田地区１３２号水路改修工事 

 質問 回答 

質問１ 
辞退が多かった理由は何

か。 

手持ち工事が多いことによる技術者不足、工期内完成

困難等、様々な理由があった。予定価格の問題でないこ

とは確認している。 

質問２ 

指名業者は規模の小さい

業者が多いと思うが、人材

確保はうまくいっている

か。外国人の労働者の問題

も含めて。 

若手が入ってこない、企業規模が小さいと新しい人を

雇うのが難しいという声を聞いているので、それら課題

については富士市建設産業活性化協議会で業者と意見を

交わしていきたいと考えている。 

外国人労働者については、コロナ禍で一旦外国人が引

き上げてしまったが、現在は少し回復してきているよう

だ。 

質問３ 

この業界は入ってくる人

が少ないのか。それとも就

労継続が困難なのか。若い

人がすぐ辞めてしまうとい

う傾向が強いのか。 

肉体労働なので体力的に厳しくて辞めてしまう人もい

る。また、昨今はＩＴ系などが人気で、土木建築系に目

が向いていないという傾向もある。それらにどう対処し

ていくのかということも含めて富士市建設産業活性化協

議会で議論できたらと考えている。 

審議 
結果 

・適正に処理されていることを確認した。 

 


